
次期計画策定時の関係者からの意見聴取について

子育て支援課

１ 経緯

こども基本法（令和５年４月１日施行）

第10条 都道府県は，こども大綱を勘案して，当該都道府県におけるこども

施策についての計画を定めるよう努力するものとする。

第11条 国及び地方公共団体は，こども施策を策定し，実施し，及び評価す

るに当たっては，当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養

育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ず

るものとする。

国においては，現在「こども大綱」を策定しているところで，この策定に

当たっては，こども家庭審議会においてこどもや若者等の意見を聴き，検討

を行うとしている。

２ 関係者からの意見聴取について

県においては，来年度かごしま子ども未来プラン２０２０の次期プランを策

定する予定であるが，その策定に当たっては，こども基本法に基づき，当事者

であるこども，こどもを養育する者，その関係者の意見を聴く必要があると考

えている。

プラン策定に当たっては，子ども・子育て支援会議において，御審議いただ

いた上で策定しており，当該会議の委員については，従来子どもの保護者，子

ども・子育て支援に関する事業に従事する者は含まれているところ。

しかしながら，子ども・若者については意見を聴く機会がない。

子ども・若者の意見聴取方法について御意見を伺いたい。
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